
 
 

最低賃金の減額の特例許可申請について 

～「断続的労働に従事する者」（最低賃金法第７条第４号）～ 

 

「断続的労働に従事する者」の最低賃金の減額の特例許可申請にあたっては、次のことに御

注意ください。 
 

 

 

 最低賃金の減額の特例許可の対象となる断続的労働とは、常態として作業が間欠的に行わ

れるもので、作業時間が長く継続することなく中断し、しばらくして再び同じような態様の

作業が行われ、また中断する、というように繰り返されるものであり、実作業時間と手待ち

時間とが繰り返されて一体として成り立っている労働形態です。 

 ※ 労働時間中の実作業時間と手待ち時間が交互に繰り返さない場合や、本来継続的に作業するもの

であるにもかかわらず、労働の途中に休憩時間を何回も入れるなど人為的に断続的な労働形態を採

用した場合は、許可の対象となりません。 

○ 「常態として作業が間欠的である」とは、労働時間中の実作業時間と手待ち時間が交互

に繰り返されることが、たとえば１箇月のうち数回程度ではなく、常態となっていること

を指します。 
 

○ 手待ち時間が、実作業時間を上回る労働者のみ、許可の対象となります。 
 

○ 減額率は法令に基づく上限（２頁２参照）の範囲内で、職務内容、職務の成果、労働能

力、経験等を総合的に勘案して定めること（２頁３参照）になります。 
 

（注 断続的労働に従事する者の最低賃金の減額の特例許可申請書（様式第５号）（４頁）

に書き切れない場合は、参考例（任意様式。５・６頁）に記載したものを添付しても差

し支えありません。） 

 

Ⅲ 減額率・支払おうとする賃金の額の設定の仕方 

減額率や、支払おうとする賃金の額は、次の手順によって設定してください。 

１ 所定労働時間数、 実作業時間数及び手待ち時間数の特定 

① 始業・終業時刻や休憩時間数から、所定労働時間数(Ａ)を特定する。 

② 所定労働時間数のうち実作業時間数(Ｂ)と手待ち時間数(Ｃ)を特定する。 

※ 所定労働時間数(Ａ)＝実作業時間数(Ｂ)＋手待ち時間数(Ｃ)（休憩時間は含みません。） 

※  日によって所定労働時間数、実作業時間数及び手待ち時間数が異なる場合には、所定労働時間数、

実作業時間数及び手待ち時間数が一律となる一定の期間 (例:1 週、1 箇月等) を特定し、その期間

を平均して 1 日あたりの所定労働時間数、実作業時間数及び手待ち時間数を算出してください。 

 

 

Ⅰ 減額の特例許可の対象となる「断続的労働」について 

Ⅱ その他申請にあたり、注意していただきたいこと 
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２ 減額できる率の上限となる数値の算出 

　上記１の手待ち時間数（Ｃ）に 100 分の 40 を乗じて得た時間数を所定労働時間数（Ａ）
で除した率が、減額できる率の上限となります。 

 

３ 減額率の設定 

上記２の数値を上限として、減額対象労働者の職務の内容、職務の成果、労働能力、経

験等を総合的に勘案して、減額率を定めて、「支払おうとする賃金」の「減額率」の欄に

記入してください。 

※  総合的に勘案した結果であっても、上記２の数値を上回った減額率を定めることはできません。

また、小数点以下が生じた場合は、小数点第２位以下を切り捨て、同第１位までを申請書の「減額率」

に記入してください。 

 

４ 支払おうとする賃金の額の設定 

上記３の減額率に対応した金額を「支払おうとする賃金」の「金額」の欄に記入してく

ださい(金額が減額率に対応したものとなっていることを必ず確認してください。)。 

※ 支払おうとする賃金には、臨時に支払われる賃金及び一月を超える期間ごとに支払われる賃金、

時間外手当、休日労働手当、深夜手当、精皆勤手当、家族手当、通勤手当等最低賃金法第 4 条第 3項

に規定する賃金は算入できないことに御注意ください。 

※  減額の特例許可を受けようとする最低賃金が複数ある場合は、最も高い額の最低賃金に対して、

支払おうとする賃金の額を定めてください。 

５ その他 

身体又は精神的緊張の少ない監視業務に関する最低賃金減額特例申請は、「軽易な業務

に従事する者」（最低賃金法第７条第４号）に基づき申請してください。 

※ 本パンフレットに掲載した様式等は、厚生労働省ＨＰからダウンロードが可能です。 

 

(減額できる率の上限となる数値の算出例) 

所定労働時間数（Ａ）を 16 時間、実作業時間数（Ｂ）を７時間 15 分（7.25 時間）とした場合、 

（16 時間－7.25 時間）×40÷100÷16×100＝21.875％≒21.87％ 

したがって、減額できる率の上限は、21.87％となります。 

※  小数点以下が生じた場合は、 小数点第３位以下を切り捨ててください。 

(東京都最低賃金(1,013 円)の場合の例) 

減額できる率の上限(上記２)は 21.87%でしたが、職務の成果等を勘案して、減額率を 15.0%と定めるこ

とにしました（上記３）。この場合、 

減額する額は、151 円、支払おうとする賃金の額は、1,013 円－151 円＝862 円 

となりますので、この額を「支払おうとする賃金」の「金額」の欄に記入してください。 

※1,013 円×0.15＝151.95 円ですが、1 円末満の端数の四捨五入や切上げによって 152 円として減額を

してしまうと、減額率は 15.0%を超えてしまいますので、1円未満の端数を切捨てにする必要がありま

す。 
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⑧⑤ ⑥

⑪

⑭
「
都
道
府
県
労
働
局
長
」
 

 
事
業
場
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
名
を
記
入
し
、
所
轄
の
労
働
基
準
監
督
署
に
２

部
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
 
※
 
減
額
対
象
労
働
者
が
派
遣
労
働
者
の
場
合
は
、
派
遣
元
事
業
場
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
局
長
名
を
記
入
し
、
派
遣
元
事
業
場
を
管
轄
す
る
労
働
基
準
監
督
署
に
２

部
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

 

⑮
「
使
用
者
」
 

 
法
人
又
は
個
人
事
業
を
代
表
し
、
申
請
す
る
権
限
を
有
す
る
方
が
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
記
名
又
は
署
名
を
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
こ
の
申
請
書
に
関
し
て
、
権
限
の
な
い
者
が
、
他
人
の
氏
名
を
使
用
し
た
場
合
や
無
断
で
内
容
を
改
変
し
た
場
合
等
は
法
違
反
に
問
わ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

 

⑬

⑦
 

⑨

⑫

 

   
 

                    

 

   

 
断

続
的
労
働
に
従
事
す
る
者
の
最
低
賃
金
の
減
額
の
特
例
許
可
申
請
書
( 

 
 
 

①
個
人
 
 
 

) 

②
事
業
の
種
類
 

③
事
業
場
の
名
称
 

④
事
業
場
の
所
在
地
 

不
動
産
管
理
業
 

株
式
会
社
霞
ヶ
関
 
○
○
支
店
 

東
京
都
千
代
田
区
○
○
町
１
－
１
－
１
 

減
額

の
特

例
許

可
を

受
け

よ
う

と
す

る
労

働
者
 

港
 
一
郎
 
男
 

昭
和
35
年
10
月
１
日
生
ま
れ
 
 

⑩
 

減
額

の
特

例
許

可

を
受

け
よ

う
と

す

る
最
低
賃
金
 

件
名
 

東
京
都
最
低
賃
金
 

従
事
さ
せ
よ
う
と
す
 

る
業
務
の
種
類
 

寮
の
管
理
人
業
務
 

最
低
賃
金
額
 

1
,0
1
3円

 

労
働
の
態
様
 

調
理
、
買
い
出
し
 
始
業
時
刻
午
前
９
時
 
終
業
時
刻
午
後
８
時

休
憩
時
間
１
時
間
（
詳
細
別
紙
）
 

支
払

お
う

と
す

る

賃
金
 

 
金

額
 

8
62
円
以
上
 

実
作

業
時

間
数

と
手

待
ち
時
間
数
 

実
作
業
時
間
数
 

３
時
間
 
00
分
 

減
額

率
 

1
5.
0％

 

手
待
ち
時
間
数
 

７
時
間
 
00

分
 

理
由
 

手
待

ち
時

間
の

割
合

や
職

務
の

成
果

等

を
勘

案
し

て
別

紙
の

と
お

り
減

額
率

及

び
金
額
を
定
め
た
 

減
額

の
特

例
許

可
を

必
要
と
す
る
理
由
等
 

労
働
時
間
に
お
い
て
、
常
態
と
し
て
手
待
ち
時
間
と
実
作
業
時
間

が
繰
り
返
さ
れ
、
か
つ
、
手
待
ち
時
間
が
多
く
、
実
作
業
時
間
が

少
な
い
こ
と
か
ら
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
令
和
 
２
 
年
 
1
0 

月
 
 １

 
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 職

 
 
 
 
 
 
代
表
取
締
役
社
長
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
使
用
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
東
京
労
働
局
長
 
⑭

 
 
殿
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏

名
 
 
 
 
 
 
千
代
田
 
太
郎
 
 
 
 
 
 

⑤
「
減
額
の
特
例
許
可
を
受
け

よ
う
と
す
る
労
働
者
」
 

 
許

可
を

受
け

よ
う

と
す

る

労
働
者
の
氏
名
、
性
別
及
び
生

年
月
日
を
記
入
し
て
下
さ
い
。
 

 
包
括
申
請
の
場
合
に
は
、
許

可
を

受
け

よ
う

と
す

る
労

働

者
の
人
数
を
記
載
し
、
そ
の
氏

名
、
性
別
及
び
生
年
月
日
を
記

載
し

た
名

簿
を

添
付

し
て

く

だ
さ
い
。

 

①
（
 
 
）
内
に
は
、
個
別
に
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
「
個
人
」
と
、
包
括
的
に
複
数
の
労
働
者
に
つ
い
て
申
請
す
る
場
合
は
「
包
括
」
と
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

②
「
事
業
の
種
類
」
 

 
 
日
本
標
準
産
業
分
類
の
小
分
類
に
よ
り
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 
 

③
「
事
業
場
の
名
称
」
 

 
 
法
人
又
は
個
人
企
業
名
（
屋
号
）
に
加
え
、
「
本
社
」「

〇
〇
工
場
」
等
の
事
業
場
を
特
定
で
き
る
名
称
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

④
「
事
業
場
の
所
在
地
」
 

 
 
都
道
府
県
か
ら
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

⑮

⑥
「

従
事

さ
せ

よ
う

と
す

る
業

務
の
種
類
」
 

 
減

額
対

象
労

働
者

に
従

事
さ

せ
よ

う
と

す
る

業
務

の
種

類
を

具
体

的
に

記
入

し
て

く
だ

さ
い

（
※

欄
が

足
り

な
い

場
合

に

は
、

別
紙

に
記

入
し

て
添

付
し

て
く
だ
さ
い
。（

参
考
５
頁
）
）
。
 

⑦
「
労
働
の
態
様
」
 

 
始
業
・
終
業
の
時
刻
、
作
業

の
内
容
、
作
業
量
等
を
詳
細
に

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。
（

参
考

５
頁
）
 

⑨
「
減
額
の
特
例
許
可
を
必
要

と
す
る
理
由
等
」
 

 
減

額
の

特
例

許
可

を
必

要

と
す

る
理

由
そ

の
他

参
考

と

な
る

事
項

を
記

入
し

て
く

だ

さ
い
。

 

⑩
「

減
額

の
特

例
許

可
を

受
け

よ

う
と
す
る
最
低
賃
金
」
 

 
許

可
を

受
け

よ
う

と
す

る
全

て

の
最

低
賃

金
の

件
名

及
び

金
額

を

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
地

域
別

最
低

賃
金

と
特

定
最

低

賃
金

の
双

方
の

適
用

が
あ

れ
ば

、

そ
れ

ぞ
れ

の
件

名
及

び
金

額
を

記

入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

⑪
「
金
額
」
 

 
１

頁
Ⅲ

を
参

考
に

し
て

、
支

払

お
う

と
す

る
賃

金
を

記
入

し
て

く

だ
さ
い
。
 

 
精
皆
勤
手
当
、
家
族
手
当
、
通
勤

手
当

等
最

低
賃

金
法

第
４

条
第

３

項
に

規
定

す
る

賃
金

を
算

入
し

な

い
で
く
だ
さ
い
。
 

 

⑫
「
減
額
率
」
 

 
１

・
２

頁
の

「
〇

減
額

率
の

設

定
」
を
参
考
に
し
て
、
減
額
率
を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。

小
数

点
以

下

が
生

じ
た

場
合

に
は

、
小

数
点

第

２
位

以
下

を
切

捨
て

に
し

て
く

だ

さ
い
。

 

⑬
「
理
由
」
 

 
法
令
、
許
可
基
準
に
基
づ
き
、
当

該
減

額
率

を
定

め
た

理
由

を
記

入

し
て
く
だ
さ
い
（
参
考
６
頁
）。

 

⑧
「
実
作
業
時
間
数
と
手
待
ち

時
間
数
」
 

 
１

勤
務

に
お

け
る

実
作

業

時
間

数
と

手
待

ち
時

間
数

を

記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 

金
金
 
額
 

⑪
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 様
式
第
5
号

(第
4条

関
係

) 

断
続

的
労
働
に
従
事
す
る
者
の
最

低
賃
金
の
減
額
の
特
例
許
可
申
請
書
(
 
 

 
 

 
 
 

 
 
) 

事
業
の
種

類
 

事
業
場
の
名
称
 

事
業

場
の

所
在

地
 

 
 

 
 

 
 

減
額

の
特

例
許

可
を

受
け

よ
う

と
す

る
労

働
者
 

 
 

減
額

の
特
例
許

可
を

受
け

よ
う
と
す

る
最

低
賃
金
 

件
名
 

 
 

従
事

さ
せ

よ
う

と
す

る
業
務
の
種
類
 

 
 

最
低

賃
金

額
 

円
 

労
働
の
態
様
 

 
 

支
払

お
う
と
す

る
賃

金
 

金
額
 

円
以

上
 

実
作
業
時
間
数
と
手
 

待
ち
時
間
数
 

実
作

業
時

間
数
 

時
間

 
 
 
 
 
 
 
 

分
 
 
 

減
額

率
 

％
 

手
待

ち
時

間
数
 

時
間

 
 
 
 
 
 
 
 

分
 
 
 

減
額

の
特

例
許

可
を

必
要
と
す
る
理
由
等
 

 
 

理
由
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

令
和

 
 

 
 
 

年
 

 
 

月
 
 
 

日
 

職
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

使
用
者
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

労
働

局
長

 
殿

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
氏

名
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

注
意
 

1 
表
題
の

( 
 
 

)内
に
は
、
個
人
別
に
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
「
個
人
」
と
、
包
括
的
に
許
可

を
受

け
よ

う
と

す
る

場
合
は

「
包
括

」
と
記

入
す
る
こ
と
。
 

2 
「
減
額
の
特

例
許
可

を
受
け
よ
う
と
す
る
労
働
者
」
欄
に
は
、
個
人
別
に
許
可
を
受
け

よ
う
と

す
る
場

合
は
当

該
労

働
者

の
氏

名
、
性

別
及
び

生
年
月

日
を

、
包
括
的
に
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
当
該
労
働
者
の
数
を
記
入
す
る
と
と
も
に
、
当

該
労
働
者
全
て

の
氏
名
、
性
別
及
び
生
年
月
日
を
記
載
し
た
名
簿
を
添
付
す
る
こ
と
。
 

3 
「
従
事
さ
せ

よ
う
と

す
る
業
務
の
種
類
」
欄
に
は
、
減
額
の
特
例
許
可
が
あ
つ
た
場
合

に
、
当

該
労
働

者
に
従

事
さ

せ
よ

う
と

す
る
業

務
の
種

類
を
具

体
的
に
記
入
す
る
こ
と
。
 

4 
「
労
働
の
態

様
」
欄

に
は
、
始
業
終
業
の
時
刻
、
実
作
業
の
内
容
及
び
そ
の
頻
度
、
手

待
ち
時

間
に
お

け
る
労

働
者

の
状

態
等

を
詳
細

に
記
入
す
る
こ

と
。

 
5 

「
減
額
の
特

例
許
可

を
必
要
と
す
る
理
由
等
」
欄
に
は
、
減
額
の
特
例
許
可
を
必
要
と

す
る
理

由
そ
の

他
参
考

と
な

る
事

項
を

記
入
す

る
こ
と

。
 

6 
「
減
額
の

特
例

許
可
を

受
け
よ
う
と
す
る
最
低
賃
金
」
欄
に
は
、
許
可
を
受
け
よ
う
と

す
る

全
て
の
最
低
賃

金
の
件

名
及

び
金

額
を

記
入
す

る
こ
と

(地
域
別
最
低
賃
金
及
び
特
定
最
低
賃
金
の
双
方
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
件
名
及
び
金
額
を
連
記
す

る
こ
と
。

)。
 

7 
「
支
払
お

う
と

す
る
賃

金
」
欄
の
「
金
額
」
欄
に
は
、
法
第

4条
第

3項
各
号
に

規
定

す
る
賃

金
を
除

外
し

た
最

低
賃
金
の
対
象
と
な
る
賃
金
を
記
入
す
る
こ
と
。
ま
た
、
「
理
由
」
欄
に
は
、
使
用
者
に
お
い
て
当
該
減
額
率
を
定
め
た
理
由
の
概
要
を
記

入
す
る
こ
と

。
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断続的労働の詳細について（参考例） 

※ この様式の作成は任意です。 

Ⅰ 勤務態様 

（注）記入についての注意事項 
1．交替制の場合等、勤務体制又は労働者毎に実労働時間中の勤務内容等が異なる場合には、勤務体制又は労働者毎の労働時間、手待ち時間、休憩

時間、休息期間が分かるよう、別紙を作成するなどして差し支えありません。 
2. 同一労働者が 2以上の異なる作業場において勤務し、作業場所が変わる場合には、作業場ごとに常駐する時間が分かるようにお願いします。 

 
 
Ⅱ 賃金及び休日等 
雇入年月日  平成・令和  年  月  日  雇用契約期間（                 ） 

基本賃金 （1）時間給（   円）、（2）日給（      円）、（3）月給（       円） 

諸手当 
（1）（     ）手当（       ）円（2）（     ）手当（      ）円 
（3）（     ）手当（       ）円（4）（      ）手当（       ）円 

深夜割増賃金 
（1）法定のとおり 
（2）その他（                                ） 

休日 
一週間（     ）回 
1 ヶ月（      ）回 

休日の与え方 
（毎週の曜日など） 

  

 
 
Ⅲ 勤務内容 
1 寮管理人等 

（1）賄数（弁当分も含めること） (2)買出し （3）賄外の作業内容 （4）住込又は通勤 

ｲ.朝食（    ）人分 
ﾛ.昼食（   ）人分          
ﾊ.夕食（     ）人分  

ｲ. 方法
（          ） 
ﾛ. 時間
（        ）時間 

  住 ･ 通 

2 守衛･警備員 

(1)巡視回数 （2）巡視 1 回の所要時間 （3）仮眠施設 （4）施錠作業の有無 

回 時間    分 有 ･ 無 有  ･  無 

※巡視構内延面積、巡視棟数、巡視建物の階段、巡回経路が分かるように図面があれば添付をお願いします。 
3 その他の職種（                 ） 

 
 
 

始業時刻   時  分 終業時刻   時  分 拘束時間   時間  分 
実作業時

間 
  時間  分 

手待時間   時間  分（内仮眠  時間  分） 休憩時間   時間  分 

作業場所   同一労働者が２以上の異なる作業場に勤務する場合 有 ・ 無 

 

0 1 2 3 4 6 87 9 12105 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

（実働時間、手待時間、休憩時間及び実働時間の勤務内容の詳細（買出し作業、調理作業、巡回作業等の具体的な作業内容）について記載をお願いし
ます。） 

別紙 
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Ⅳ 仮眠等の設備 

 
 

Ⅴ 職務の内容等について（最低賃金法施行規則第５条） 

⑴ 職務の内容（職務の困難度、責任の度合い） 

 

⑵ その他（職務の成果、労働能力、経験等） 

 

 

 

Ⅵ 添付書類 
（Ⅰ～Ⅴについて、参考となる書類（就業規則、賃金台帳、雇用契約書等）があれば、添付してください。） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ｒ2.12） 

(1)仮眠施設 室面積（      ）㎡ 寝具 有 ・ 無 冷暖房設備の有無 有 ・ 無 

(2)休憩室 有 ・ 無 冷暖房設備の有無 有 ・ 無 (3)休日等の代替要員 有・無 
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